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東 郭（第3図）

東郭と西郭は北側において尾根続きになっており、 その南側下位には東西約60mにわたり、

幅3~8 mの段状遺構①がみとめられる。

東郭は頂部に造成された平場® ⑩ ®が遺構の主体となる。 しかし、 それらは自然地形をわ

ずかに改変した程度である。 頂部の平坦面は南東方向へ約 150m、 大きく2 つの平坦場® •⑩ 

が続いており、 その南側は大規模な段状遺構となる。 また、 東郭の北部と東部には土塁、 空堀

が配置されてある。

また、 西郭の平場①は15mの比高をもつ段状遺構であるが、 東郭のそれらはほぼ均ー な平坦

面をなしている。 東郭の平場の中で最高所である平場®は標裔が 183mで、 東端の平場⑲とは

約2 m、 その北側下位の平場®とはgmの比高がある。 また西郭北端の平場(a)より約2 m低く

なる。

東郭の平場®は南東がやや張り出した長方形をしており、 約7 0m x2omの面積を有し、 御殿

館の平場の中で中央に位置している。 その平坦面はほぼ均ーであるが西側に 一辺が約1 0mの方

形の高まり(k)がみられる。

平場⑩は御殿館の最東端の平場である。 形状は楕円形を示し平坦面の規模は約12m X 4 mと

比較的狭く、 標高は 181 mである。

この平場®·⑩を西から南へかけて 3~4 段の段状遺構(Q)がめくる。 この段状遺構は比較的

大規模なものであり、 幅3~12m、 距離約 200mにわたり平場®·⑩を囲んでいる。 またこの

段状遺構(Q)の裾まわり、 傾斜変換部にあたる部分には約75mにわたり土塁状遺構(6)がみられる。

その内側は幅2~ 3 mの空堀⑤が走り西側は沢に沿うようにわずかにくぼむ平坦面となって沢

の最奥部へ至り、 平坦面(f)に通じ空堀④へ連絡している。 この部分は通路としての役割を果し

ていたと考えられる。

平場®は平場⑩の北側下位にあり、 東西約60m、 南北20m、 標高は172m~l74mで比較的規

模が大きく、 低い位置に造成されている。 この平場は3部分の平坦面(M)・(N) • (0)で構成されて

いる。 西側の 平 坦 面 (M)は約30m X 15m、 その東側 平 坦 面 (N)は約45m x 18m、 それに含まれ

る形で約1 3mX 8 mの 平 坦 面(0) が造られている。 中央の平坦 面(N)が東西の平坦面より約 1

~2 m低くなっている。

またこの平場⑰を東側から北側に空堀⑥と土塁(7)がめぐり、 この空堀は幅2 ~ 4 m、 距離65

mで、 平 坦 面闘へ連絡している。 空堀⑥は通路としての役割を果している。 その北側下位を

腰郭状の 平 坦 面 (P)が幅約 1.5m、 距離約50mにわたってみられ、 その外側に土塁(8)が配置さ

れている。

さらに平場®の南東隅には比較的高い士塁が一部残存しており、 現在の通路により破壊され

-8-



ているが、 この付近から空堀⑥へ連絡していたと考えられる。

平場®の東側下位に幅約1.5~3 m、 距離約70mにわたり空堀⑦があり、 南側上方の小規模

な 平 坦 面 (Q) に連絡し、 北西部の下端は沢部と連絡するものとみられる。 この空堀の東側には

士塁(9)がみられる。

このように西郭と東郭を比較するとその構造は様相を異にしている。

西郭の平場は起伏をもつ平坦面であり、 その西辺は、 士塁、 空堀で画され、 東辺は沢地に向

う段状遺構が造成されている。 西郭は周囲に対する見通しに難点があり、 それを補うためにこ

のような厳重な施設配備がなされたものと思われる。

東郭は頂部に造成された平場が遺構の主体をなし、 北東部においては土塁、 空堀などの施設

が配され、 南西部は大規模な段状遺構となっている。 東郭は周囲に対し見通しがきき、 急峻な

地形のために西郭ほどは厳重な施設は造られていない。

西郭の西 周辺 部 に は丘陵 南 西 部 か ら 西 郭 の 西 側 に 向けて 入 り込む 沢 がある 。 そ の

途中南側上方には3ヶ所の小規模な段状遺構(R)がみられる。 前述したようにこの沢は北東部に

みられる通路状の遺構(c)に連続する。 つまり沢部は館内に至る主要通路であり、 沢部にみられ

る段状遺構は通路に対して何らかの役割をもった部分であると考えられる。 またこの沢を南北

からはさんで西方にのびる尾根が続いている。 その南側の尾根は士塁(5)の西側になり、 やや西

方に傾斜する平坦面となっている。 この部分について，は遺構は検出されなかった。 また、 北側

の尾根は北側半分ほど自然崩壊している。 その尾根の標高150mの所に一辺が約4mほどの塚
注1

(s) が み ら れ る。 さらにこの尾根の先端部は一部開削されて 平坦面 となっているが近世の

屋敷跡かと思われる。

東郭の西側をみると東と南東から入り込む沢があり、 その間に東にのびる平坦面がある。 こ

の部分についても遺構は検出されなかった。

さらに館全体の北側は東西に延びる丘陵の自然崩壊により急峻な崖となっており、 以前は館

の遺構が存在したと考えられる。 西郭の土塁(1)(2)は北端において失われている。

館の範囲について、 主たる遺構は西側は土塁(5)を西限、 東側は土塁(1釦を東限とした独立丘上

であるが、 その周囲にみられる沢地が遺構に連続する通路と考えられることから、 沢をはさむ

尾根は館としての遺構が不明確であるが、 防御的な要素をもつと思われる。 つまり館の範囲は

これらの尾根、 沢を含む範囲と考えられ、 青葉山丘陵よりサイカチ川と谷により画された東側

の丘郭全域が館の範囲であると思われる。

注1

『上愛子村風土記書出』に「一古塚 一塚 高サ六尺 廻リ十三間 右ハ花坂勘解由と申御方塚二候由申伝候事」

（宮城県史・史料編）とあり、上愛子村に他に塚の存在がみられないのでこの塚についての記載であろうと思われる。
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馬場城--{
国分荘郷六村一—一葛岡城（葛岡古城）

国分荘芋沢村 馬場城（馬場館）

六丁目氏 熊ヶ根村 熊ヶ根城（古館）

これらの館跡はいずれも広瀬川、大倉川、芋沢川などの河岸段丘上に立地し、川と旧街道に

面している。館主については文献にわずかにみられるだけで国分氏の支配に入っていく経過に

ついては不明である。しかし、天文の変(1542)頃には宮城町の各館主はほぼ国分氏の支配下

にあったと思われる。

これらの豪族を支配していた国分氏は伊達の天門の変の際には東党すなわち植宗方に属して

いたがやぶれてしまい、その後伊達方につくか否かの内部抗争の結果、その勢力も弱まる。天

正5 (1577)年頃には伊達盛重が国分氏に入ることにより伊達家の家臣団に組み入れられてい

った。また国分荘の他の豪族らも同様と考えられる。

このような背景の中で御殿館、について考えてみると、宮城町の中世城館とされるものはほと

んど国分氏に関係するものであり、本館跡もその例外ではないと考えられる。このことから、

この館主は国分氏もしくはその家臣団の居館と考えるのがよいと思われる。

また、本遺跡の立地する御殿山は中世においては国分荘愛子邑にあり、この愛子邑の領主は

郷六邑に居をかまえていた郷六氏と考えられている。

このことから考えて御殿館の館主について考えるならば、川を隔てる芋沢川及び大倉川周辺の

館主とは考えにくく、当然広瀬川右岸の館主と考えられる。この点で愛子邑ともっとも係りの

ある郷六氏である可能性もある。

以上のことを総合すれば本館跡は国分氏の支配地内において、宮城町で現在確認されている

唯一の山城であり、関山越え最上街道に面し、また秋保、愛子邑の分岐点に位置し、防御的性

格をもっている。他の館跡はすべて河岸段丘上や丘陵上に位置し、防御的性格の弱い平城てあ

る。

中世において宮城県内にみられるこのような山城は15~16世紀にかけて多く構築されている。

この地域においてこのような山城を必要とする状況は、国分氏が伊達の勢力と対抗した時期か

ら、郷六氏が伊達の家臣団に組み入れられ出羽最上と対抗した時期と考えられる。このことか

ら本館は少くとも天文年間から天正年間頃には使用されていたのではないかと考えられる。構

築時期については不明であるが、国分氏が支配権を確立したとされる15世紀中頃までさかのぼ

る可能性がある。
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御殿館跡関係文献史料

「伊達輝宗書状」（仙台市史·資料編I)

一、 国分名代之事、 能小li（盛重）其方江被仰渡候者、 其後者自二何方＿違乱之儀候共、 其方可レ

為二御任ー候、 初為＝後日之状＿如件

元亀三年悶六月十五日

国分弾正忠殿 輝 宗在判

二、 今度国分為二代官 ＿ 九郎（盛重）殿差越申に付而、 其許持大慶候、 自今以後、 九郎殿其方ニ

等閑之事候者、 無疑心こなたへ可被申候、 八幡大菩薩も御照覧候へ、 其方指捨間舗候、 初

為二後日＿如件

天正五年十二月十九日

堀江掃部尉殿

「佐藤純粋書状」（仙台市史・資料編I)

一、 国分御家御一家衆、 私覚申通リ左二書立申候

輝 宗在判

郷六氏 森田氏 八乙目氏 北目氏 南目氏 朴沢氏 鶴谷氏 松森氏 秋保氏 粟野氏

古内氏 坂本氏 白石氏

右大概如此御座候、 承伝之外御宿老二堀江氏右子孫只今二御座候、 尤御一家衆ハ御紋井重ノ

一字被下代々用申由御座候、 惣侍之分数多御座候

ー、 三月三日白山宮御祭礼之節、 流鏑馬射手八乙目氏、 森田氏、 北目氏、 鶴谷氏、 堀江氏、 朴

沢氏二御座候、 此内堀江氏ハ団とリニ御座候

「仙台領古城書上」（仙台叢書第四巻）

宮城郡

ー、 南目城 南目村 喜多目紀伊曾孫彦右衛門

ー、 小泉古城 小泉村 天文中迄結城七郎、 国

分能登守盛氏

一、 小泉古城 小泉村 堀江伊勢、 国分盛重

ー、 笹森城 鶴ヶ谷村 鶴谷治部

ー、 霞目古城 霞目村 郷六大膳

ー、 松森古城 松森村 国分盛重小泉より移住

ー、 実沢古城 実沢村 八乙女淡路

ー、 小岳城 小角村 古内近江長時孫鉄右衛門

ー、 福沢城 根白石村 古内重広

ー、 白石城 根白石村 白石参河
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ー、 朴沢古城 朴沢村 朴沢蔵人

ー、 郷六城 郷六村 郷六大膳盛元入道道輿、

（後郷六氏は霞目城に移り、 子孫森田氏居住）

ー、 葛岡城 郷六村 罵場筑前入道清説

ー、 馬場城 芋沢村 馬場筑前一 門治部太輔

ー、 江六城 芋沢村 郷六大膳一 門左衛門

ー、 こてん城 上愛子村 野武士楯籠

ー、 おかな館城 大倉村 野武士楯籠

ー、 三方川古城 三方川 野武士楯籠

ー、 熊ヶ根城 熊ヶ根村 六丁目某



「仙台領古城書立之覚」（宮城県史32史料集II1 ・資料編9)

郷六村

ー、 平 城 東西三十間
南北 十間

但土手形有り

右城主郷六大膳此子孫森田孫左衛門卜申者御座候

ー、 平 城 東西三十間
南北二十三間

土手形有リ

右城主馬場筑前入道清説卜申者之由申伝候

芋沢村

平
ー、 郷六城 東西三十間

南北四十間

堀形只今ハ田二成申候

平
ー、 馬場城 東西三十八間

南北 四十間

右城主馬場治部大輔也但馬場筑前一門二御座候

上愛子村

ゴテン城 東西六十間
南北三十間

土手形有リ

右城主古へ野武士共□軍之時分取立候テ楯寵候由申伝候

大倉村

平
ヲカナタテ城 東西 四十間

南北四十二間

「封内風土記」（仙台叢書第二巻）

古塁凡三 其一 土人呼レ之 H二御殿山＿ 不レ詳＝何人所レ 居

其二 在二 下愛子邑一 号二西舘ー 伝云初茂庭石見綱元入道了巷居レ 之 明正帝 寛

永十三年 移二干栗原郡文字邑＿ 此舘新二造宮ー 貞山君第 一女 越後少将兼上総介忠

輝朝臣室也 忠輝朝臣有レ 故 鏑二 干飛小lヽし 是以帰二干仙台＿ 忠輝朝臣歿後 落飾

号二天麟院ー 移二 居干此舘＿ 称レ 之H二 酉舘ー 其二 同レ上 号二 南舘一 国分家

臣萱場丹後酎不レ 所レ 居 士人呼レ 之 称二 萱場舘ー 古塚ー 在二 下愛子邑＿ 上
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